
平成 28 年（ワ）第 12785 号第 17680 号第 28219 号 平成 29 年（ワ）第 32358 寺

損害賠償請求事件

原告部落角轍同盟 外247名

被告ら示現金合同会社外 2名

2019 年 9 月1 1日

準備書 面 1 2 
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1 『復刻版全国商蒋調査Jが広範な二次被害を及ぼしていること

( 1）綾告宮部による開き直り

被告宮部ちは 2016 年7月 5 日に聞かれた本件第1回口頭弁論期日後に記

者会見を開いたが、 そこで下記の発言をした。

言諸：原告は、出版するこ問、部落の人たちへの差別が糠肝じすると陳述して



いた。

被告宮部：全国部落調査がネットに出たのが今年の1月5目。 そんなに深刻な

問題だったら、 虐殺者の1人や2人でも出ているかと思ったら、 まった

くないわけですc 部落に住んだからといって、じゃあ、どうっていうもの

でもないし、 問題はもっと別のところにあると言いたい。

しかしながら、被告らが出版し、 インターネット上でデータをばら撒いた院銅

版全国部落調査Jは、 下記のどおり広範な被害を発生させている。被告宮部は、

「自殺者Jが出なければ『復刻版全園芸階調査司による被害は栴主しないかのよ

うに噺いているとζろであるが、 もちろん、自殺者が出なくても広範な被害は発生

する。被告宮部の当該党言は、被告宮部の人権感覚の欠如を如実に示すものであり、

本件に関する被告らの悪貨性をよく示す事実である。

下記に、被告らによってインタ ーネット上でデ｝タがぱら樹首もた T復刻版 会

国幌関商』を悪用したことが明白なケ←スを複数指摘する。

(2 ）滋賀県シルバー人材センタ一軒牛（2 0 1 7年発生）

2017年 3 月、滋賀県内のシルバー人材センターの喫茶コーナーのカウンター

にA3サイズの文書が置いてあるのが問所従業員により発見された。 当該書面には

「Kの有名人j などと題して多数の有名人カ考古載され、 「B地区出身の蕃名人Jなど

と題して多数の有名人の実名が記載されるとともに「滋賀県内の同和地区データJ

と題して滋賀県内の庄治体について具体的地名、戸数、人口の記章防Sなされていた。

当該文書における「KJとの表記は朝鮮半島Uレーツを持つ者に対する賎有三回J

とは同和地区（栃訪l周斡 にノトツを持つ者に対する賎称であると思ゐれる（証

拠提出にあたっては被告らカ湯島判関係の資料をインタ ーネット上で公開している

ことを考慮し、具榊句人名はマスキングして提出する）。

そのよで、「滋賀県内の同和地区デ←グJと題した記事は、まさに『復刻版全国

部落調査』かち得た情報を器官したものであった。 当該支書に関する報告書（牢3
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47号鉛に明らかなとおり、「滋賀県内の同和地区データJ記事に託載された地名

等のデータは『復刻版全国世認鶴程王』における記載内容をほぼ完全に一致してい

る。 不一致の部分は①単なる誤植、②『復刻版全国音僻間程剖の別地域の記載を

誤って続己したと尉つれる言諭であって、②の誤りなどはむしろ「滋賀県内の同和

地区データJが『復刻版全国部落調査』のデータを引用していることを逆に裏付

ける事情である。

何者が当該文書を作成し、 シルバー人材センター内に放置したかは不明であるが、

放置した場所がシノレバー人材センタ ー内の喫茶コーナー とし、う不特定多数が出入

りする場所であったことを考慮すれぼ、 同開蟻員にたまたま発見されな肘U町三

特定多数の自に触れる可能性同霊めて寓かったと言える。

(3 ）古河市職員ストーカー事件（ 2 0 1 8 年発生〉

2018 年、古河市の男性職員が同僚の女！割蔽員に対してスト｝カ｝を行なって

いた事件梢続された。加害者男性は被害女性を踊って商品を注文する嫌がらせ行

為など行なっていたが次第i乙エスカレートし、 地元の部落解脱璽動団体である「部

落解放愛する会J （普幡角轍同盟とは;!iJIJの運動団体）に対し偽造した「萄！浩発文J

を送る行為に出た。

当核偽造住留り告発文」は、被差gr＿廊落出身者からの投稿を偽り、被害者女性が

「00 （＊実際の文書では具体的地名が記載されている）は音i蕗だからそこの男性

とは車静骨するな、特にムム姓はやめろ、と親に言われている」「本人（＝被害女性）

もヱ夕、ひにんは、何をされるかわからなし冶00にほ怖いから一人では行かない

と言っていたそうですj などと発言したから「ぜひ鼎円単してください」と要請する

内容て。あって、 同書面には被害女性の実名と住所・電話番号持議されていた（甲

348 号冊。

この事件の加審者男性はかつて人権教育を担当する苦障に在籍していたことが

あり、かかる知識経験を悪用して当骸偽造「差別告発文lを作成し、解放運動団体
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が被害女性に対して「糾弾Jを実施することを企んでいた唱

加害者身性はその後、解放運動団体である「部落解放同盟企医連合会J（割蒋角轍

同盟とはl!Uの運動団体）による事実調査に対する質問に対して、

「今年の6 月頃です。告発文を作成するにあたり、彼女の地元00の同和

地区について情報蒐楽していたところ、インターネットサイト「岡京地区

WikiJの中の「茨城県Jで見つけました

「最初からこのサイトを選んだわけではなく、検索サイト Googleで「0

0 同和地区j を入力したらこのサイトがヒットしました。今回、この「同

和地区別kiJサイトを見て正直、驚きましたJ

「全国の被讃！培鴎が一覧として掲載されており、このようなデータが簡

単に閲覧できてしまったかちです。それまでは翻 lj的情報サイトを見たこ

とはございませんでしたJ

との田容を行なっている。加害者男性が閲覧したという「同和地区間kiJは時期

的には「ミラーサイトJではないかと考えられるが、被告らの行為を原因として本

件出版物に記載されていた’f輔がスト ｝カ→酵のツールとして悪用されたケー

スであり、被告らの本件針T為がもたらす悪質な人権侵害の一例と言える。

また、 加審者男性は自らの両親キ親戚から繰り返し「樹齢目手が同和地区出身か

どうかj という話題や「同和地区出身者の職業に関することj を「具体的に地区と

姓をあげ」て話された旨自白しており、現在もヰ良強く残る剖璃差別の存在を裏付け

ている。

(4）佐賀県フリ ーマーケット「メルカリ」での白勝服全国部滞調査』販売事件（ 2

0 1 9年発生）

2019 年 1 月から 3 月にかけて、 インターネット上の79 ーマーケットである

「メノレカリ Jに知て、 本件出版物である白鶴服全国剖路調査』そのものを印
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刷した出版物が 3冊販売されるという事ヰが発生した（甲 349 号室正、 甲 350号

釦。

出品者はハンドノレネーム「まりつかJを名乗る 19 歳の未成拝者であり、当該出

品を知った佐鶴県唐津市職員経由の通報により「メノレカわから当該出品情報を削

除するよう連絡を受けて出品を取り下げたが、 それまでの聞に3冊が売れていたと

いう。

2019 年 8 月 1 1 日に実施された佐賀県職員ら立会いによる事開制支に対し

fまりつか」l志

*2016 年の高校 1 年生時の現イセ怯会の授業で普璃問題について触れたことをき

っかけに示現舎のサイトにアクセスしたこと

*2017 年 2月から 3 月にかけて『復刻版全国部落調査lデータを 3 冊印刷し

て製本したこと

*2019 年1月に「メノレカリ j で最初の 1冊を販売し 5555 円で落札されたこ

と

*2冊目は 3500円で、 3 冊目は 5000円で献しされたこと

＊予想外の高価格で加もたととから、 2019年 1 月下旬にさらに 2冊を追加製本

したこと

＊『復興j版全国部落調査Jが出版禁止の仮処分となっていること、本訴がf艶Eされ

ていることはネット上の情報で知っていたこと

*2019 年 3 月 22 日け、ットニュ｝スで自らの販売行為が記事となっていると

とに気づき、大きな問題になっていることに驚き、記事に記載されていた佐賀県

人権・同和対策課に欝苗車絡したこと

＊同年3月 29 日に、佐賀県人権・同和対策課で面談が実施された際に迫力嘩体し

た2冊は同課に引渡しを行なったこと

などの経緯を隣室している（甲 351 号証）。
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『復刻版全国部落調到に対する出版禁止の仮処分台噴令された当時、被告宮

部は自らのツイッタ ーで

園叫吋精舎問0同loop…

復刻・全園部落調査の印刷用デー タを公開
します。欲しい方は各自製作してくださ
し、。

files. tottoriloop.miya.be/data/2016/%E5o/o 

＃部落

4、 企3 28 智 40 ・・・

などと『復�I版全国藷調到のデータをインターネット上でばら榔巾 1るこ

とを告知し、宣ちにダウンロ← ドできるようにしたほか、
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園 室話躍路1通達広 Jレカリ支部が発足し
ました
m ercari. com/j p/u/3622434 28/ 
＃部落

‘『 乞）. .s 

フリマアプリ・メルカリフリマでかんたんショッピング

全国部落解放協語会は全国にちらばる300万のきょう
だいのために部落解放温動を行う大衆団体です． 金則

（叢粋）第1島 本会を全国部落解政協譜会と称す ．．．

4.5/6.0 stars - 127,433 rョtings

． 冒 ．．． 

園
阜

r;-r浮予7
tt

;J五結成」 という誇り高い
異名のあるアプリがあるそうな。置名配送
に対応しているので、自分の素性を知られ
ずに取引できるのだと。
独り言です。
‘、 色、 5 ’ E ．．． 

などと発言して、匿名性が高い取引が実描できるネット上のフリ ーマーケットとし

て「メノレカリJを紹介しているのである（事実「まりつかj も自ら販売した3冊の

販売先を知らないと陳述している） 包

なお、按告宮部の悪質性は、同虫り言ですJなどとあざとい劃J可訳をしながら『複

刻議全国審際関産宣』のデ｝タを「メノレカリ j で販売することを指奨している点に

も表れている。

佐賀県における「メルカ引を利用した『復刻版到童書限積庭副の販売は、本

件出版の芭接的な形での二次被害であることは明白であり、被告らの本件各行為に

よる人権侵害は日々刻々と勧てしているととを示している。

(5）埼玉県春日部農材振興センタ ー事件（2 0 1 9年発生J

2019年5月、春日部市所在の春日部農材振興センターを訪れた男性が「A社

7 



の資材置場を拡張するとのことだが、 そのために必要な農地転用は許可しないでく

れ,J ξ いう趣旨の発言をするとともに、 同庁瀬員に住宅地図を広げて見せた。当該

地図は、 地図上に記載のある被差B晴憾の周囲が京線で固まれていた。 また、 当骸

男性は「同和地区別kiJ （時期から見てミラ｝サイトの可抱性が高い）のコピーを

持参し、上記地図上に角線で囲んだ同和地区に関する記載を示しながら、A社の関

係者が解放運動に携わっており、故に通常では許可されない農地転用を強引に推し

進めようとしていると\i ＼う趣旨の「クレームj を述べた由 問所職員は「そのような

ことはしな川旨繰り返し回答したが、男性比約30分ほど同様の「クレームj を

行なった

このように、被告宮部が開設した「同和地区WikiJおよびそのミラーサイト上に

掲載されている情報は具体的な形て潤蒋差別を産んでおり、原告らが陳述書で繰り

返し訴えている「不安Jが単なる危悌誌ではなく実際に普限寝室53rJとして襲いかかっ

てくる現実を示している、

(6）まとめ

以上のとおり、被告らが『復刻歳全国制礎調査』にカ功＝る情報をインタ ーネッ

トを通じでばら撒いたことにより、新たに具体的な形て曹保信童話I序件が複数発生し

ている。

また、 全国各地で同和地区の場所を斬2る電話など科目次いでいること出京告ら

の陳述書によっても明らかであるa

インタ ｝ネット上に一度ばら撤かれた情報については、 ばら撒かれる前の状態

（すなわち、情報がアップされていない状態jに戻すことは極めて困難である。被

告らの行為によって全国で部落差別事制引き起こされているのであり、被告らの

本イ中針子為の悪質性は極めて高いa

2 荘務省は宮部らの行為への対策を強めていること
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法務省は、 2018 年（平成 30年） 1 2月 27 日、各法務局の人権擁護部長・

地方法務局長宛に「インタ ーネット上の同和地区に関する識別情報の摘示事案の

立件およ捌曜についてJと題する獄。を発し（法務省権調第 123 号甲 352

号昔日、特定の地域が同和地区である（あるいは同和地区であった）旨のま識のあ

るインタ｝ネット上め情報について、従来の「不当な差別的取扱いをす否ことを助

長し、又は誘発する目的Jが存在する場合にのみ対応するとしていお歌口を見直し、

脚髭差別には足I殿の考慮が必要であるとして、 「同軍日地区に関する識別情報の摘示

は、目的の州可を問わず、それ自体が人宿長害のおそれが高い、すなわち違法性の

あるものJであるとして、「原則として削除要請等の措置の対象とすべきものJと

している a

同i訟日は、割滞差別に関する明IJ段の考慮Jとしては、

部落差5J:1は、その他の属性に基づく差別とは具なり、郵りを行うとと自体

を目的として政策的・人為的に創出したものであって、本来的にあるべか

らざる属性に基づく差別である。また、とのような不当な艶IJの対象とさ

れる人々が集住させられた地域であるカνつての同和地区は、差�IJの対象を

確定するための地域概念とされてきたものであるD

このような地域概念と密接に結びついていた部落差別は、個人の尊厳キ怯

の下の平等を基本的価値とする原稿法秩序とおよそ相容れないものであ

る。それにttr�：かわらず、このような身分差別が臨時れ、 10 0年以と

が趨邑した現在もなお、その地域の居住者、出身者等について否儲怜評

価をするという誤った認識が園民の一部に残っている

このような現実を前提とした場合、特定の者を同和地区の居住者、出身者

等として識別すること自体が、プライバ、ン〕、名誉、不当に差Bりされない

法的樹rJ等を侵害するものと評価することができ一違法性のあるもので



あるということができるc

などの事情を挙げている。

被告らは被告示現金のホームページなどで「割蒋探訪Jと題して全国の被差別

部蒋を肪ね歩き、 個人毛や個人の自動車などのプライパ、ン）に密接に関わる情報

を写実データとして掲載し続けている。

法務省がこのように同和地区の所在を摘示ずるインターネットよの情報につい

てj京則として違法である旨明示して、その対策の強化を図っている理由は、被告ら

の本件針鳴を原因として、全国の被差勝憾・同和地区を明示する形式で部落差

別を行う事件が多発しているからに他ならないD

被告らによる復刻版全国部落調査』 情報のインターネット上でのばら撒きは

法務省も対策強化に乗りださざるをえないほど広範な被害を生じているのであっ

て、全く許されなし有為であることは明らかであるc

以 上
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